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管理運営計画検討委員会

第４回

令和５年11月27日
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【資料１】



•旧唐津市民会館の事業費を比較として記載すると
わかりやすいのではないか。

→ 本体資料P17に追記しました。

2

•事業計画では「市民利用が主軸」であることが記載
されたので、利用形態の利用方針にも「市民の文化活

動に重点を置くこと」を記載したほうがよい。

→ P20に反映させました。



• 市民会館部分は、適切な管理運営を行うために、定期的な休館日を
設けたほうが良い。

→ 第3回検討委員会においては、市民会館部門のみ、
定期的な休館日を設定することについて提案しました。

→ しかし、委員会後の庁内の議論の結果、休館日の設定は

・利用者の機会の喪失につながること、

・施設メンテナンスは、旧会館同様に、施設予約が入っていない

平日でも実施できること、

・市民会館は閉館しても、曳山展示場や共用部は開館している

ことから、大きな光熱水費の削減にはつながらないこと、

・従業員の休日の確保については、職員を1名増やすことで
カバーできること、

などの理由から、休館日の設定を取りやめることといたしました。
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•唐津くんちの開催日である11/2～5も休館日なので
記載したほうがよい。

→ 条例へ記載するかは今後検討が必要ですが、管理

運営計画には、実態としての休館日を記載すること

としました。
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• 窓口の受付時間は17時では早いのではないか
• 共用部が22時まで開館しているのであれば、曳山展示場も遅く
まで開館して良いのではないか。

• 閑散期、繁忙期で需要が異なるので、例えば閑散期（冬季）は
18時まで、繁忙期（夏季）は20時までと考えてはどうか。

→ 窓口対応及び曳山展示場の開館時間は、受付スタッフ2名を
早番、遅番のシフト制とすることで、9時～21時にすることと
いたしました。

（ただし、最終入場時間は、20時30分までとし、閑散期（冬季）の
開館時間は引き続き検討することとしています。）
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• 申し込みはインターネットでできれば市民の利便性が
向上するのではないか。

→ 大ホール・小ホールの予約は、基本的には、利用内容の確認

が必須なため、対面での受付を想定しています。

→ それ以外の予約は、施設予約システムを活用した

インターネットでの予約を想定しています。

• インターネットでの決済ができないか。
→ 現在、市では、新しい施設予約システムの導入を検討しており、

将来的には、キャッシュレス決済も想定しているところです。
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• 申込期限が2か月前だが、直前まで受付できないか。
• 舞台技術者の勤務シフトは1か月前に決めるので、
2か月前で丁度良い。

→ 大ホール・小ホールは2か月前までの申込みを原則とし、
それ以降の利用希望があった場合は、調整がつけば、

7日前まで利用申し込みを受付けます。
→ 活動室等は7日前までの申込みを原則とし、それ以降の
利用希望があった場合は、利用当日までに、受付窓口にて、

使用料の支払いができる場合に限り、申込みを受付けます。
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• 貸出区分は、全ての施設で1時間単位にできないか。
• 大ホールは3区分での貸出しが良い。小ホールや活動室は1時間単位
の方が良い。

• 3区分での利用に合わせて、時間単位での延長料金を設定すれば
よいのではないか。

→ 大ホールは、3区分（午前9時から正午、午後1時から午後5時、

午後6時から午後10時）での貸出しを基本とします。

ただし、1,2区分のみ利用する場合は、前後の時間帯を1時間単位で
延長利用できるように、料金の設定を行います。

→ また、大ホールは、利用申込時期（2か月前）を過ぎた場合、1時間
単位での利用申込を受付けます。

→ 小ホールや活動室等は1時間単位の貸出を基本とします。
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• 指定管理者制度では、安定して管理運営ができる指定管
理料を、行政が提示することが必要。

• 直営と指定管理はあくまで手段なので、市の文化振興を
どうしたいかが重要。

• 唐津をいい街にしたいという理念で、継続的に取り組むに
は、指定管理者の選定が重要。

• 直営と指定管理とでは、職員数が変わるか。
→ 直営でも指定管理でも、職員数は変わりません。
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• 市民の文化活動に重きを置くという言葉がキーワードと思うので、
ここでも記載して良いのではないか。

→ P28に反映させました。

• 曳山展示場に代表される地域文化継承といった部分にも市民参加
の視点が必要でないか。

→ P30に反映させました。

• くんち料理など唐津くんちに関連するワークショップなどができないか。
→ 展示事業になりますが、P16に反映させました。
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（千円）

25



26



27



 市民・利用者への施設内覧会・説明会

 ホールピアノ弾き込み事業

 本施設での運営シミュレーションを目的とした公演などの事業を“プレ事業”と冠をつ

けて実施 等
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実施業務（想定）

•
•
•
•
•
•
•
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